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事務検査に関する決議 

 

 上記議案を，別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により

提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

  



事務検査に関する決議 

 

 

 地方自治法第９８条第１項の規定により，次のとおり事務の検査を行うもの

とする。 

 

 

記 

 

 １ 検査事項  

ハラスメントに関する事項 

 

 ２ 検査方法 

 （１）関係書類及び報告書の提出を求める。 

（２）検査は地方自治法第１０９条及び委員会条例第５条の規定によ

り委員９人で構成するハラスメント事案調査特別委員会を設置

し，これに付託して行う。 

 

 ３ 検査権限 

 本議会は，１に掲げる事項の検査を行うため，地方自治法第９８条第

１項の権限をハラスメント事案調査特別委員会に委任する。 

 

 ５ 検査期限 

 ハラスメント事案調査特別委員会は１に掲げる検査が終了するまで閉

会中もなお検査を行うことができる。 

 

（理由） 

 先般，町職員から議長あてにハラスメントに関する調査要請書が提出され

た。 

 職場の様々なハラスメントは，働く人が能力を十分に発揮することの妨げに

なることはもちろん，個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にか

かわる許されない行為である。 

議会として調査要請書が提出されたことを重く受け止め，その実態を調査す

るため提案する。 

 


